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障害の「害」という漢字について、人に対して使用することが障がい者への差別・偏見を助長しかねないため、 

障がいがある方の人権を尊重し、併せて市民の障がいがある方への理解を深めていただくことを目的として、 

長岡京市では作成・掲示・発行・発送する公文書や広報などから障害の「害」の字をひらがなで表記しています。 

ただし、法律の用語や団体の固有名詞などは、元の表記に合わせて漢字で表記しています。 


